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伊万里市条例第５号 

伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改

める。 

第５条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当該特

定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

別表第２の１の項中「法別表第２に規定する地方税関係情報」を「地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により

算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報」に、「法別表第２に規

定する医療保険給付関係情報」を「医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和

２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号）をいう。）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情

報」に、「法別表第２に規定する生活保護関係情報」を「生活保護法による保護の

実施、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する情報」に、「法別表第２

に規定する児童扶養手当関係情報」を「児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」とい

う。）」に改め、同表３の項中「法別表第２に規定する障害者自立支援給付関係情



 

報（以下「障害者自立支援給付関係情報という。）」を「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支

援給付の支給に関する情報（以下「障害者自立支援給付関係情報」という。）」に、

「法別表第２に規定する障害者関係情報以下（障害者関係情報）という。」を「身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者手帳、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保

健福祉手帳又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者に

関する情報（以下「障害者関係情報」という。）」に改め、同表５の項中「法別表

第２に規定する介護保険給付等関係情報」を「介護保険法（平成９年法律第１２３

号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報」

に改め、同表１２の項中「法別表第２に規定する住民票関係情報」を「住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第４号に規定する事項」に改める。 

附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 


